
評価区分  状態  

a 異状なし  
・目視できる変 状がない、または目視できる軽微な変状が確認さ

れるが、堤防等河川 管理施設の機能に支障が生じていない健全
な状態  

b 
要監視  

段階  

・堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、進行する
可能性のある変状が 確認され、経過を監視する必要がある状態
（軽微な補修を必要とする場合を含む）  

c 
予防保全  

段階  

・堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、進行性が
あり予防保全の観点から、対策を実施することが望ましい状態  

・詳細点検（調査を含む）によって、堤防等河川管理施設の機能低
下状態を再評価する必要がある状態  

d 措置段階  

・堤防等河川管理施設の機能に支障が生じており、補修又は更新
等の対策が必要な状態  

・詳細点検（調査を含む）によって機能に支障が生じていると判
断され、対策が必要な状態  
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大阪市内の河川数は、33河川、総延長：約146kmとなっている。このうち、大阪市は一級河川6河川、
準用河川4河川、普通河川4河川の管理（総延長：約24km）を行っている。また、大阪府が河川管理者の一
級河川・城北川については、河川工事や維持及び管理事務の一部を大阪市が行っている。

＜市内河川一覧＞

〔具体例〕
船着場(道頓堀川)

〔具体例〕
鋼矢板護岸(東横堀川)

●河川は「治水」「利水」「環境」の機能を担っている。
大阪市では、地域特性に応じた多様な機能を有する河川
管理施設を整備しており、これらを対象に本計画を策定
している。（主な施設は、下記参照）

＜治水施設＞

1-2．河川管理施設の現状
河川の維持管理は、広範・多岐にわたり、各施設の構造に応じて的確に劣化状況を把握する必要がある。

建設から50年近く経過している護岸も多く、施設の老朽化が進行している。

1-1．大阪市の河川管理施設

発 錆（水中）

＜鋼矢板護岸の劣化状況＞ ＜護岸老朽化の進行状況＞

＜利水・環境施設＞

発 錆（気中）

２．施設の状態等 及び 維持管理方針

＜維持管理のPDCAサイクル＞

＜鋼矢板護岸点検評価結果(令和4年度)＞

今後、施設の老朽化の進行に対応するため、本計画により効果
的・効率的な維持管理を実施する。
その際、維持管理を右図のPDCAサイクルで推進し、計画の精

度向上を図る。 （次ページに続く）

施設の維持補修

目標管理水準まで劣化した施設は

速やかに補修・補強を行う。

計画の精度向上のための評価分析

・目標管理水準の達成状況の把握

・計画の実効性について評価分析

→点検頻度や点検内容の妥当性

→劣化予測と実際の施設点検によ

る劣化程度の比較等

河川維持管理計画の

作成・更新

評価分析結果から点検頻度や

点検内容の変更、優先順位の

設定等を行い、計画を更新

施設の点検・現状把握・評価

①市職員による日々の保全巡

視や清掃時の点検、水防踏査

②施設の基本情報（工事履歴、

被災履歴、構成部材）、点検

結果とその履歴を記録

③点検台帳等に蓄積されたデー

タから施設の状態、損傷及び劣

化程度を評価

P

DC

A

現状（令和5年度末） 20年後（令和25年度末）

〔具体例〕
水門(住吉川)

 

木
津
川 

東
横
堀
川 

道頓堀川 
尻無川 

大
川(

旧
淀
川)

 

淀川 

城北川 

寝屋川 

平
野
川
分
水
路 

堂島川(旧淀川) 

土佐堀川 

大和川 

十三間川 

細江川 

今
川 

駒
川 

N 

鳴
戸
川 

住吉川 

六軒家川 

神崎川 

左門殿川 

中島川 

古
川 

第二寝屋川 

西島川 

安威川 

安治川(旧淀川) 

空
港
放
水
路 

加美巽川 

三
軒
家
川 

長瀬川 

大野川 

河川法取り扱い 

一級河川 

一級河川（河川法第９条第２項） 

一級河川（河川法第９条第５項） 

準用河川 

管理者 

国土交通大臣 

大阪府知事 

大阪市長 

大阪市長 

市界 

区界 

普通河川 大阪市長(市条例で管理) 

凡例 

正蓮寺川 

平
野
川 

大阪府知事(大阪市長に委任) 一級河川（河川法第９条第２項） 

防潮堤 大阪市長(市条例で管理) 
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３．対策の優先順位の考え方 

５．対策費用 

予防保全等による維持管理を
実施した場合と、従来の単純
更新型の維持補修にかかる費
用と比較したところ、今後
30年間（2026～2055）の
更新費用と維持補修費用の
トータルコストの削減が約
14％見込まれる。

２．施設の状態等 及び 維持管理方針

１. 安全・安心の確保

２.河川管理施設の老朽化と

多岐にわたる施設

３. 限られた財源

現
状
と
課
題

◎災害時に必要機能が確保できるよう維持管理を実施する

◎全ての河川管理施設を対象とし、河川ごとの優先度を勘案
し、各施設の機能・特性に応じて分類し、優先順位を定める

基
本
方
針

・点検による状態把握を行い、最適なタイミングで補修を行うことで寿命を延ばし、管理費用を少なくする
予防保全による維持管理を基本とする。

＜優先順位の考え方＞

＜主な河川管理施設における維持管理手法＞

（参考）
年平均に換算すると、
以下の通り。

＜単純更新＞
補修：約12億円
改修：約34億円

＜計画的維持管理＞
補修：約14億円
改修：約26億円

4．対策内容と実施時期

管理施設 主な補修・補強対策

鋼矢板 塗装、ライニング

＜主な対策内容＞ ＜実施時期（予定）＞

○予防保全ー状態監視型

・護岸

※なお、各種災害や社会情勢等により、本試算値については、変動が生じる可能性があります。

《参考》予防保全（状態監視型）における
管理手法のイメージ

＜維持管理方針＞

＜計画期間＞ 10年間を計画対象（5年ごとに計画更新）

・各河川の治水・利水・環境上の特性による優先度の区分を踏まえ、河川の施設を機能ごとに分類し、施設の機能停止時における
周辺地域への影響及び更新コストを勘案して、優先順位付けを行う。

・機械・電気設備

 

 

（
劣
化
度
） 

 

d 

c 

b 

a 

目標管理水準 

経過年数（年） 

 

現在 

 

補修 更新 

点検結果により、劣化度の判定等を行い、

劣化度ｃ時点で計画的に維持補修

管理施設 主な補修・補強対策

水門施設（扉体等） 塗装

水門施設（開閉装置等） 部分改築

a

b

c

d

 

対  策  内  容  
対  策  時  期  

R6  R7  R8  R9  R1 0  R1 1  R1 2  R1 3  R1 4  R1 5  

 

点検 ・評価   

全施設 1 回 /年 、

（詳細点検等     

1 回 / 5 年  ）  

          

状態監視

による 補修  

点検 による 状態把

握 の上 、劣化度 を

判定 するなど 最適

なタイミングで 補修  

          

設備修繕 ・

更新  

点検 の結果 を踏 ま

え、計画的 に機電

設備 の補修  

          

詳細点検等  計画更新  計画更新  詳細点検等  

日常点検等  
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